
１ 就寝のように供する居室（以下寝室）（消防法施行令第５条の７第１項第１号イ）

２ 寝室が存する階から直下階に通ずる階段（消防法施行令第５条の７第１項第１号ロ）

３ 寝室が存する階から下方に数えた階数が２である階に、直上階から通ずる階段の下端（総務省令第４条第１項）

４ 寝室が避難階段のみに存する場合であって、寝室がある階から上方に２階以上ある階は、直下階に通ずる階段の上端（総務省令第４条第

２項）

５ 上記以外の階のうち床面積が７㎡以上ある居室が５以上存する階は、廊下。廊下がない場合は、その階から直下階に通ずる階段の上端。

廊下及び直下階がない場合は、その階の直上階からその階に通ずる階段の下端（総務省令第４条第３項）

➀平屋建て住宅の設置例 ③二階建て住宅の設置例（イ寝室が２階に一室）

寝室 居室 台所 寝室 居室 ２階

１令第５条の７第１項第１号イ

②二階建て住宅の設置例（ア寝室が１階に一室）

居室 階段 台所 １階

１令第５条の７第１項第１号イ ２令第５条の７第１項第１号ロ

居室 居室 ２階 ④二階建て住宅の設置例（ウ寝室が１階と２階に各一室）

寝室 階段 台所 １階 子供寝室 居室 ２階

１令第５条の７第１項第１号イ

寝室 階段 台所 １階

１令第５条の７第１項第１号イ ２令第５条の７第１項第１号ロ



⑤三階建て住宅の設置例（ア寝室が３階に一室） ⑦三階建て住宅の設置例（ウ寝室が１階に一室）

１令第５条の７第１項第１号イ ４総務省令第４条第２号

２令第５条の７第１項第１号ロ

居室 階段 居室 ３階

寝室 階段 居室 ３階

居室 居室 ２階

居室 居室 ２階

台所 階段 寝室 １階

１令第５条の７第１項第１号イ

台所 階段 居室 １階

３総務省令第４条第１号 ⑧一の階に７㎡以上の居室が５以上存する住宅の設置例（寝室が２階に一室）

２令第５条の７第１項第１号ロ １令第５条の７第１項第１号イ

⑥三階建て住宅の設置例（イ寝室が１階と３階に各一室）

１令第５条の７第１項第１号イ

２令第５条の７第１項第１号ロ 居室 寝室 ２階

居室 廊下 居室 階段 居室 居室 居室 １階

子供寝室 階段 居室 ３階 ４総務省令第４条第３号

⑨一の階に７㎡以上の居室が５以上存する住宅の設置例（寝室が 1･2 階に各一室）

２令第５条の７第１項第１号ロ １令第５条の７第１項第１号イ

居室 居室 ２階

居室 子供寝室 ２階

台所 階段 寝室 １階

３総務省令第４条第１号 居室 廊下 寝室 階段 居室 居室 居室 居室 1階


